
自動火災報知設備受信機盤取替修繕仕様書

長崎県環境保健研究センターが所有する自動火災報知設備受信機盤の取替修繕仕様を次のとおり定め

る。

１．業務名 自動火災報知設備受信機盤取替修繕

２．施行場所 長崎県環境保健研究センター（長崎県大村市池田二丁目1306番地11）

３．施行期間 契約締結日から令和８年３月１９日まで

４．更新する自動火災報知設備受信機盤

規格等 数量 備考

① 自動火災報知設備受信機盤 株式会社ニッタン社製

P型１級複合型受信機
７０回線 自立型

（主音響：音声／防排煙：４０回線まで）

※株式会社ニッタン社製以外の自動火災報知設備受信機盤

へ取替える場合は、当業務の資格申請書提出期限までに、

既存設備との互換性があることを説明する書類を提出す

ること。（任意様式）

１式 その他既存防火設備

等は、取替を行わな

い。

５．設置場所 長崎県環境保健センター １階総務課内（※既存設備の配置等は、別紙１参照）

６．入札額には、上記機盤と別に設置、撤去に伴う労務費、消耗品費、搬入据付費、撤去処分費、試運転調

整費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、官庁申請・検査立会費、交通費等施工に係る金額を含ん

だ額を記入すること。

  ※本作業に使用する電灯動力・トイレについては、当該施設のものを利用可能とする。

７．その他入札及び契約、施行については、長崎県財務規則の定めるところによる。

８． 注意事項

（1）取替作業にあたっては当センター職員の指示に従い、業務に支障のないよう十分注意すること。
（2）設置場所以外の実験室等に当センター職員の許可なく立ち入らないこと。

なお、設置場所以外の実験室等に長崎県環境保健センター職員の許可なく立ち入り、人体等に事故

等が起きた場合、当センターは被事故者に対して責任を負わないものとすること。

（3）取替作業にあたり、当センター内の建物・工作物・備品類・その他に対して損害を与えた場合は、
直ちに当センター職員に報告し、その都度補修、弁償等を行うものとすること。

なお、その経費は施行者の負担とすること。

（4）取替作業中に、破損箇所等を発見した場合は、直ちに甲に報告すること。
（5）塵埃が発生した場合は、毎日の作業終了時に最低限の清掃を行うこと。また、廃材が発生した場合

は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等、関連法令に基づいた適切な処分を行うこと。

（6）液状及びゲル状の物質の使用にあたっては十分注意し、周囲の施設及び備品等に飛散させないこと。
（7）衛生・火気の取扱には十分な注意を払うこと。
（8）当センター敷地内は禁煙であること。


